
別
添
Ｂ

附
属
書
Ⅱ
Ｂ

原
産
地
証
明
の
必
要
記
載
事
項

１

輸
出
者

輸
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

２

輸
入
者

輸
入
者
の
氏
名
及
び
住
所

３

輸
送
手
段

出
発
日

(1)

船
舶
又
は
航
空
機
の
出
港
日
（
判
明
し
て
い
る
場
合
）

船
舶
名
又
は
便
名

(2)

船
舶
の
名
称
又
は
航
空
機
の
便
名
（
判
明
し
て
い
る
場
合
）

荷
揚
港
又
は
空
港

(3)



産
品
の
最
終
的
な
荷
揚
港
又
は
空
港
（
判
明
し
て
い
る
場
合
）

輸
出
国
か
ら
輸
入
国
に
直
接
輸
送
さ
れ
な
い
場
合
の
経
路

(4)
４

最
終
仕
向
国

５

産
品
の
原
産
国

６

記
号
及
び
番
号

貨
物
の
記
号
及
び
番
号
（
必
要
な
場
合
に
は
、
別
紙
に
記
載
）

７

包
装
の
個
数
及
び
種
類
並
び
に
品
名
（
統
一
シ
ス
テ
ム
番
号
を
併
記
）

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
〇
三
〇
一
・
一
〇
号
の
産
品
の
う
ち
、
こ
い
及
び
金
魚
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
品
名
に
次

(a)
の
説
明
を
付
す
。

「
産
品
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
に
お
い
て
生
ま
れ
、
又
は
ふ
化
し
、
か
つ
、
（
い
ず

れ
か
の
輸
入
締
約
国
の
国
名
）
に
お
い
て
、
当
該
第
三
国
か
ら
稚
魚
の
段
階
で
輸
入
さ
れ
た
後
に
一
箇
月
間
以
上
生
育

さ
れ
た
。
」

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
一
六
類
又
は
第
一
八
類
か
ら
第
二
〇
類
ま
で
の
各
類
の
産
品
に
つ
い
て
は
、
品
名
に
次
の
説
明

(b)



を
付
す
。

「
産
品
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
の
（
材
料
名
）
か
ら
生
産
さ
れ
た
。
」
（
当
該
材
料

が
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
一
九
類
又
は
第
二
〇
類
の
産
品
に
つ
い
て
は
、

に
規
定
す
る
説
明
に
加
え
、
品
名
に
次
の
説

(c)

(b)

明
を
付
す
。

「
（

に
規
定
す
る
材
料
名
）
は
（
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
国
名
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第

(b)

三
国
の
国
名
）
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
、
採
取
さ
れ
、
又
は
採
集
さ
れ
た
材
料
か
ら
生
産
さ
れ
た
。
」
（
当
該
材
料
が
(b)

に
規
定
す
る
材
料
で
あ
っ
て
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
七
類
、
第
八
類
、
第
一
一
類
、
第
一
二
類
又
は
第
一
七
類
に
分
類
さ

れ
る
も
の
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

注
釈

こ
の

及
び

の
適
用
上
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
国
名
の
記
載
に
代
え
て
、
「
Ａ
Ｓ
Ｅ

(c)

(e)

Ａ
Ｎ
」
と
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
一
〇
六
・
九
〇
号
の
産
品
の
う
ち
、
附
属
書
Ｉ
Ｂ
の
４
欄
に
「
Ｐ
」
を
掲
げ
た
も
の
に
つ
い

(d)
て
は
、
品
名
に
次
の
説
明
を
付
す
。



「
砂
糖
（
重
量
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
）
、
コ
コ
ナ
ッ
ツ
ミ
ル
ク
及
び
卵
を
も
と
と
し
て
加
熱
調
理
し
た
も
の

(i)
で
、
小
売
用
の
容
器
入
り
の
も
の
で
、
容
器
と
も
の
一
個
の
重
量
が
五
〇
〇
グ
ラ
ム
以
下
の
調
製
食
料
品
で
あ
っ

て
、
附
属
書
Ⅰ
Ｂ
の
４
欄
に
「
Ｐ
」
を
掲
げ
た
も
の
。
」

「
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
第
一
七
類
の
非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
輸
入
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
精
製

(ii)
さ
れ
た
。
」
（
当
該
材
料
が
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

注
釈

こ
の

及
び

の
説
明
を
付
す
こ
と
に
よ
り
、
輸
出
者
は
、
産
品
が
附
属
書
Ⅱ
Ａ
に
規
定
す
る
条
件
を
満
た

(i)

(ii)

す
こ
と
を
申
告
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
の
産
品
に
つ
い
て
は
、
品
名
に
次
の
説
明
を
付
す
。

(e)

「
産
品
は
、
（
他
方
の
締
約
国
の
国
名
又
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
第
三
国
の
国
名
）
に
お
い
て

（
工
程
又
は
作
業
の
名
称
）
が
行
わ
れ
た
（
材
料
名
）
か
ら
生
産
さ
れ
た
。
」
（
当
該
材
料
が
産
品
の
生
産
に
使
用
さ

れ
た
場
合
に
限
る
。
）

８

数
量

産
品
の
数
量
及
び
そ
の
計
量
単
位
（
個
数
、
キ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
）



９

仕
入
書
の
番
号
及
び
日
付

貨
物
の
仕
入
書
の
番
号
及
び
日
付

輸
出
者
に
よ
る
申
告

10

機
関
又
は
団
体
に
よ
る
証
明

11

輸
出
締
約
国
内
の
機
関
又
は
団
体
の
署
名
及
び
印
章

証
明
番
号

12

証
明
ご
と
の
個
別
番
号


